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○北本市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱 

平成１０年３月２６日 

告示第４０号 

改正 平成１４年３月２７日告示第３０号 

平成１７年３月３１日告示第３９号 

平成１７年５月３１日告示第１０３号 

平成１８年３月１４日告示第３３号 

平成２３年９月３０日告示第１９３号 

平成２４年３月２８日告示第５５号 

平成２６年３月４日告示第２０号 

平成２８年２月２３日告示第２５号 

平成２８年９月１日告示第１８１号 

平成２９年３月３１日告示第６８号 

平成３０年３月３０日告示第５３号 

平成３１年３月２５日告示第４７号 

注 平成２３年９月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この告示は、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を入れ替え、

合併処理浄化槽を設置した者に対し、補助金を交付することにより、

家庭雑排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び生活環境の向上を

図ることを目的とする。 

（平２３告示１９３・一部改正） 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１） 家庭雑排水 一般家庭（店舗併用を含む。）の台所、浴室等

資料３ 



2/10 

から排出される汚水（し尿及び既存単独処理浄化槽による処理水を

除く。）をいう。 

（２） 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の２分

の１以上を住居の用に供する建物をいう。 

（３） 合併処理浄化槽 し尿及び家庭雑排水を併せて処理する浄化

槽であって、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４条第１項に

規定する技術上の基準及び同条第２項に規定する構造基準に適合す

るもののうち、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録さ

れ、かつ、浄化槽設置設備事業実施要綱（平成６年１０月２０日付

け衛浄第６５号厚生省生活衛生局水道環境部長通知）に規定する環

境配慮型浄化槽であるものをいう。 

（４） 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成

１２年法律第１０６号）附則第２条に規定する既存単独処理浄化槽

をいう。 

（５） 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処

分する方式の便槽（泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的

に汲み取る方式の便槽を含む。）をいう。 

（６） 転換 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を１０人槽以下

の合併処理浄化槽に入れ替えること（建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第６条第１項に基づく確認申請を要する建築物の新築、

増築及び改築に伴い実施される入替えを除く。）をいう。 

（平２３告示１９３・平２８告示２５・平２９告示６８・一部

改正） 

（補助対象地域） 

第３条 補助対象地域は、北本市生活排水処理基本計画で定めた浄化槽

整備区域とする。 
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（平２３告示１９３・一部改正） 

（補助金の交付） 

第４条 市長は、補助対象地域内において、自己のし尿及び家庭雑排水

を処理するために、転換をしようとする者に対して予算の範囲内で補

助金を交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては補助金を交付しない。 

（１） 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査を受けずに、

合併処理浄化槽を設置する者 

（２） 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの 

（３） 市税を完納していない者 

（平２３告示１９３・一部改正） 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）を合計した額とする。 

（１） 処分費 既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽の処分（清掃、

消毒、汚泥処理、撤去及び掘り起こしを含む。）及び処理（収集運

搬、中間処理及び最終処分を含む。）に要する費用の額の合計額と

６０，０００円のいずれか少ない額 

（２） 配管費 し尿及び家庭雑排水を合併処理浄化槽に流入させる

ための管並びに合併処理浄化槽で処理した水を公共用水域に放流さ

せるための管に係る費用の額並びにその設置工事（放流ポンプ槽の

設置工事及び土質悪矢板工事を含む。）に要する費用の額の合計額

と１６０，０００円のいずれか少ない額 

（３） 設置費 前２号に掲げるもののほか、合併処理浄化槽の設置
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に要する費用の額と次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該アからウまでに定める額のいずれか少ない額 

ア ５人槽を設置する場合 ３８２，０００円 

イ ６人槽又は７人槽を設置する場合 ４６４，０００円 

ウ ８人槽、９人槽又は１０人槽を設置する場合 ５９８，０００

円 

（平２３告示１９３・全改、平２８告示２５・平３０告示５３・

一部改正） 

（補助金交付申請） 

第６条 第４条の規定に該当し、補助金の交付を受けようとする者は、

合併処理浄化槽を設置する前に、合併処理浄化槽設置補助金交付申請

書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

（１） 浄化槽設置届出書の写し 

（２） 浄化槽の構造図 

（３） 設置場所の案内図及び配置図 

（４） 工事請負金額の見積書の写し 

（５） 設備士免状の写し 

（６） 浄化槽に関する調書の写し 

（７） 賃貸人の承諾書の写し（住宅等を借りている場合に限る。） 

（８） 登録浄化槽管理票（C票） 

（９） 保証登録証 

（１０） 浄化槽法第７条第１項に規定する水質に関する検査に係る

払込金受領証（郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の受付印が押され

ているものに限る。）の写し 

（１１） 浄化槽法第１１条第１項に規定する水質に関する検査（以
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下「定期検査」という。）に係る依頼書の写し 

（１２） 合併処理浄化槽維持管理誓約書（様式第２号） 

（平２３告示１９３・平２４告示５５・平３１告示４７・一部

改正） 

（交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査

して補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対して

は、合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書（様式第３号）により、

交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置補助金不交

付通知書（様式第４号）によりそれぞれ通知するものとする。 

（平３１告示４７・一部改正） 

（変更承認申請等） 

第８条 前条第２項の規定により補助金交付決定を受けた者が、補助金

申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとす

るときは、合併処理浄化槽変更承認申請書（様式第５号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、変更承認の可否を決定し、合

併処理浄化槽変更承認等通知書（様式第６号）により申請者に通知す

るものとする。 

（平３１告示４７・一部改正） 

（完了届の提出） 

第９条 申請者は、合併処理浄化槽の設置が完了したときは、完了後１

月以内又は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに合併処理浄化

槽設置完了届（様式第７号）に、次の各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 
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（１） 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写

し 

（２） 浄化槽使用開始報告書の写し 

（３） 設置工事の領収書の写し 

（４） 設置工事の写真 

（５） 合併処理浄化槽施工チェックリスト 

（６） 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の処分及び処理に係る

領収書の写し、産業廃棄物管理票の写し及び工事の写真（処分費を

申請した者に限る。） 

（７） 配管工事に係る領収書の写し及び工事の写真 

（８） 定期検査に係る払込金受領証（郵便貯金銀行の営業所又は郵

便局の受付印が押されているものに限る。）の写し 

（平２３告示１９３・平３１告示４７・一部改正） 

（交付額の確定） 

第１０条 市長は、前条の届出があったときは、現地調査及び書類審査

をし、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置補助金交付額確

定通知書（様式第８号）により速やかに申請者に通知するものとする。  

（平３１告示４７・一部改正） 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた者は、合併処理浄化槽補助金

交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（平２３告示１９３・追加、平３１告示４７・一部改正） 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、申請者が虚偽その他の不正行為により補助金の交付

を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 
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（平２３告示１９３・旧第１１条繰下） 

（委任） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

（平２３告示１９３・旧第１２条繰下） 

附 則 

１ この告示は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 北本市家庭雑排水処理事業補助金交付要綱（昭和６３年要綱第８号）

は、廃止する。 

附 則（平成１４年告示第３０号） 

この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年告示第３９号） 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年告示第１０３号） 

この告示は、平成１７年６月１日から施行する。 

附 則（平成１８年告示第３３号） 

１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、施行の日以後に受け付ける申請に

ついて適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２３年告示第１９３号） 

１ この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日から平成２４年３月３１日までの間に限り、下

水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定による下水道

の事業計画の認可を受けた区域以外の区域において合併処理浄化槽を

設置する場合（改正後の北本市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱の
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規定により補助金の交付を受けることができる場合を除く。）は、当

該合併処理浄化槽を設置する者を改正後の第４条第１項に規定する合

併浄化槽への転換をしようとする者とみなす。この場合において、当

該者に交付する補助金の額は、改正後の第５条の規定にかかわらず、

当該合併処理浄化槽の設置に要した費用の２分の１の額（その額が１

２０，０００円を超える場合にあっては、１２０，０００円）とする。 

附 則（平成２４年告示第５５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第２０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第２５号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第１８１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第６８号） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第３号の規定は、この告示の施行の日以後に申請さ

れる合併処理浄化槽について適用し、同日前に申請された合併処理浄

化槽については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年告示第５３号） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第２号の規定は、この告示の施行の日以後に申請さ

れる補助金の額について適用し、同日前に申請された補助金の額につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年告示第４７号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。
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